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はじめに

本 論 文 の 目的 は 、 雇 用 シ ス テ ム改 革 に対 す る労 働 組 合 の対 応 に 焦 点 を 当て つ つ 、1990年 代

に お け る 日本 の 政 治 経 済 シ ス テ ム の 変容 を分 析 す る こ とで あ る。

近年 比 較 政 治 経 済 学 の分 野 にお い て 、先 進 資 本 主義 国 を、調 整 され た市 場 経 済(coordinated

marketeconomies:CMEs)と 調整 され な い(自 由)市 場 経 済(uncoordinatedorliberalmar-

keteconomies:LMEs)の 二 つ の タ イ プ に分 類 す る試 み に注 目が集 ま っ て い る1。この 類 型化 は 、

1970年 代 後 半 か ら積 み 上 げ られ て きた 比 較 政 治 経 済 学 の 研 究 を踏 ま え た もの で あ る。 そ こで

は 、 調 整(coordination)が 鍵 概 念 とされ る。 金 融 制 度 、 労 使 関係 、 教 育 ・訓 練 、 企 業 間 関 係

な どに お い て 、 長 期 的 で 協 調 的 な 調整 が行 われ る か 、 そ れ と も短期 的 で ス ポ ッ ト取 引的 な 自 由

な 競 争 が 行 われ て い る か が 、 分 類 の メル クマ ー ル と され る(Soskice,1999)。 こ の結 果 、 ア ン

グ ロサ ク ソ ン型 の 資 本 主義 がLMEsに 、 コー ポ ラ テ ィ ス ト体 制 を取 って い た 北 欧 や ドイ ツ及 び

日本 と韓 国 がCMEsに 分 類 され る。

この よ うな2分 類 そ れ 自体 は、 取 引 費 用経 済 学 な どの 成 果 に 基 づ い て類 型 化 の ミク ロ的 基 礎

1た と え ば 、PeterHallandDavidSoskice,eds.,VarietiesofCapitalism,OxfordUP,2001.Herbert

Kitcheltet.al.,eds.,ContinuityandChangeinContemporaryCapitalism,CambridgeUP,1999.
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第1部 日本の政治経済

を指摘す る点以外に、特に目新 しいものではない。む しろ、重要な指摘は、「グa`バ ル化」

のなかで、:LMEsへ の収斂が起 こるのではな く、LMEsとCMEsへ の2極 化(dualconver-

gence)が 生じているという観察である。

本稿の関心は、当然 日本にある。 この分類を提起したソスキスは、CMEsの なかに調整を産

業 レベルで企業の枠を越えて行 うコーポラティス ト体制の産業レベル調整経済と日本や韓国の

ように企業系列中心で調整を行ってきた集団レベル調整経済があるとする。 ソスキスは、後者

においては、企業内の技能訓練や系列取引などに注目して、春闘や政策形成過程などの産業レ

ベルあるいは全国レベルでの調整には必ず しも十分な注意を向けていない2。 しかし、その点

はひ とまずお くとして、1990年 代の 日本を考察す る上で、興味深い問いは、 日本の調整型市

場経済が2極 化のいずれの方向へ向かっているかにある。

日本にとり1990年 代は変化の時代であった。バブル崩壊後の経済の長期低迷は 日本の金融

界、産業界に大きな変化をもた らし、それは日本の企業組織や、雇用システムの変化へ とつな

がってきた。それに先だって進行 していた政治の変化は、自民党長期政権の終焉に帰結 し、選

挙制度改革、行政改革、地方分権改革など政治行政の変化も急であった。 このような大きな変

化 と平行 して、労働政策もその中身を大きく変化させたように見える。労働法制の大規模な見

直 しはその一端であろう。それに伴い、労働政策過程も変化を見せてきた。本稿では、雇用シ

ステムの改革に注目して、日本における 「調整」のあ り方が90年 代にどのよ うに変化 したか

を検討する。具体的には、雇用システム改革をめぐる雇用政策形成過程の変化をまず検証 し、

その変化の原因を考察する。第2に 、雇用システム改革に対する労働組合の選好と戦術の変化

を検討す る。

1.日 本 における政策形成過程3

労働政策の変化を検討するために、まず、90年 代以前の日本における政策過程、政治過程

がいかなるものとして理解 され、また労働政策過程はどのような特色をもっていたかを簡単に

検討 しよう。 日本の政治体制の特徴をめぐっては1970年 代まで大きな通用力を持ってきた官

僚主導論に対して、1980年 代に官僚に比べて、政党や利益団体の影響力の存在を強調する多

元主義理論が力を得てきた。 しかし、日本の政治を多元主義アプローチによって分析する研究

は、アメリカの集団理論のように活動量の少ない、また裁定者の役割をメインとする政府 ・行

政を前提 とはしなかった。 これ らの分析で、「パターン化された多元主義」(村松岐夫)、 「仕切

られた多元主義」(佐藤誠三郎 ・松崎哲久)、 「官僚主導大衆包括型多元主義」(猪 口孝)な どの

2HallandSoskice,ibid.

3以 下 の 分析 は 久米 郁 男 「労働 政 策 過 程 の成 熟 と変 容 」『日本 労 働 研 究雑 誌 』2000年1月 、 に よ る。
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ように、形容詞をつけた多元主義概念が採用されたのはこのためである。そこでの基本的な視

点は、政治過程において官僚に対抗 して、政治家や利益集団が影響力を行使 しているとしても、

その過程全体を行政制度や政治制度が大きく枠づけているとい うものであった4。

このような政治体制認識を前提として、政策過程の実態を分析 しようと事例研究的手法をと

る多 くの業績が生まれてきた。そこでの主要な分析関心のひ とつは、政策過程における行政官

僚制 と政治家や利益団体、社会集団との相互作用 とその帰結におかれることとなった。様々な

政策領域で、政治アクター として官僚や、利益団体、政治家がどのように行動 しいかなる政策

を生み出すのか、その際に政治制度や行政制度はいかなる影響を及ぼすのか。このような研究

の中から、日本の政治過程を多元主義 と言 うよりも、利益集団自由主義やコーポラティズムと

いったモデルによって、よりよく理解できるとの立場 も現れてくることとなった。そこで注 目

された現象は、日本の利益団体の多 くが官僚制の所管に沿って枠づけられて、官庁クライエン

テリズムあるいは鉄の三角同盟 と呼ばれるような、利益集団、官庁、関連議員の共生関係の出

現であった。

本稿 との関係で重要なのは、このような政治過程認識において労働組合がどのように捉えら

れたかである。 この点での先駆的な議論は、ペ ンペル ・恒川による 「労働なきコーポラティズ

ム」論であっだ 。そこでは、 日本の政治過程においてヨーロッパのコーポラティズム体制 と

同様、利益集団の政策過程への制度化 された参加が拡充しているものの、労働組合はヨーロッ

パと異なり排除されているとされた。 しかし、1980年 代にはいると様々な論者により、政策

過程への労働組合への参加が拡充 してきたとの見解が提起されるに至った6。 それをコーポラ

ティズムと呼ぶか否かは論者により異なるが、労働組合の政策過程への一定の参加に注 目が向

かったのである。

2.労 働政策過程

この労働組合の政策過程への参加が最も早 く制度化 されてきたのが、労働省が所管する労働

政策領域においてであった。労働政策過程の特徴は、政策決定において審議会が多用されてき

4MichioMuramatsuandEllisKrauss,"TheConservativePolicyLineandtheDevelopmentof

Pattern馘Pluralism,"inKozoYamamuraandYasukichiYasuba,eds.,ThePoliticalEconomyofノ穡an

Voll,StanfordUniversityPress,1987;佐 藤 誠 三 郎 ・松 崎 哲 久 『自民 党 政権 』中央 公 論 社 、1986年;猪

口孝 『現 代 日本 政 治 経 済 の構 図』 東 洋 経 済 新 報 社 、1983年 。

5T.J.PempelandKe�hiTsunekawa,"CorporatismwithoutLabor?"inPhilippeC.Schmitterand

GerhardLehnbruch,eds.,TrendstowardsCorporatistIntermediation,Sage,1979.

6辻 中 豊 「労 働 界 の再 編 と86年 体 制 の 意 味 」『レ ヴァイ アサ ン』第1号 、1987年;伊 藤 光利 「大 企 業 労 使

連 合 の形 成 」 『レヴ ァイ アサ ン』、 第2号 、1988年;稲 上 毅 『転 換 期 の労働 世 界 』 有 信 堂 、1989年;篠 田

徹 『世 紀 末 の 労働 運 動 』岩 波 書 店 、1989年;新 川 敏 光 『日本型 福 祉 の政 治経 済 学 』 三 一 書房 、1993年 。
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た点にある。政策決定において審議会が利用されるのはなにも労働省所管の労働政策に限るも

のではない。比較政治学的に見るとき、 日本の政治過程における審議会の役割に注 目が向けら

れるのにも、十分な理由があった7。 この審議会の評価にっいては、 日本の政治を官僚主導論

的に解釈する立場か らは、所管官庁が自らの政策案を実現する上で正統性をえるために機能す

るにすぎず実質的な審議はなされていないとの見解が提示 されてきた。近年は政府の政策か ら

既得権益を得ている関係者の利益を守るための隠れ蓑的存在 となっている審議会が多いとい う

見解 も有力に主張されている8。 しか し、審議会 といっても多様である。法的裏付けのある審

議会は平成8年7月 現在で217あ ったが、それ以外に様々な私的諮問機関が存在 してきた9。

曽根泰教は、審議会の構成や性格に注 目して、8種 類の類型を明 らかにしている10。この類型

をふまえつつ、篠田徹は労働省が所管する政策領域における審議会が三者代表制であり、利害

関係者 を 厂抱え込み」、基本的に全会一致原則をとってきたことに注 目し、それ ら審議会が曽

根のい う 「利害調整型」であったことを強調する。政策の実効性を担保するべく、このような

審議会の構成 と運営がなされてきたとするのである1'。ここでは、審議会の実質的な機能が強

調 されている。

辻中豊は1985年 に実施 された8省 庁251人 の官僚に対す る面接調査を分析 し、労働官僚は、

社会集団 と緊密な関係を持っていること、それら集団を代表 している政治アクター(た とえば、

族議員や 自民党政務調査会等)の 影響を強く認識 し、これらのアクターと密接に協力している

ことを発見 した12。辻中の分析 した官僚調査データをさらに分析すれば、労働省は審議会およ

び関係団体、すなわち労働省の場合、使用者団体と労働団体の影響力を他省庁よりも強く感 じ

ている。同時に、政策形成や執行に際しての調整が困難である相手方として審議会をあげる比

率が、8省 庁中最も高かったのは労働省であった。この知見は、労働省の審議会が官僚の政策

決定の 「隠れ蓑」以上の存在であることを示唆する13。

しか し、労働省が審議会やそこに代表される関係団体の意向に配慮して政策を展開してきた

とい うことは、「捕虜理論(captivetheory)」 の言うように労働省が顧客集団の捕虜機関となっ

たことを意味しない。労働省が三者機関的な制度を多く持っていたことが、労働政策の形成に

一定の自律性を与えた
。労働省の審議会は、通常労使代表と公益代表によって構成 され る。 こ

のことは、労働省が単一の顧客を代表する行政機関ではなく、通常利害が対立しがちな二つの

7FrankJ。Schwartz,AdviceandConsent:thepoliticsofconsultationinノ穡an,CambridgeUniversity

Press,1998.

8草 野厚 『日本 の論 争 』 東 洋 経 済 新 報 社 、1995年 。

9総 務 庁 『審 議 会 総 覧 平 成8年 版 』

10曽 根 泰 教 「や らせ の 政 治 『審 議i会 方 式 』 を検 証 す る 」『中央 公 論 』1986年1 ,月。

11篠 田 徹 「審 議 会 」 中 野 実 編 著 『日本 型 政 策決 定 の変 容 』 東 洋 経 済 新 報 社 、1986年 所 収 。

12辻 中 、 前 掲 論 文 。

13久 米 郁 男 『日本 型 労 使 関係 の 成 功 』 有 斐 閣 、1998年 、 第7章 。 なお 、 この 官 僚 調 査 デ ー タ は 、 村 松

岐夫 京 都 大 学 教 授 が 作 成 され た もの で あ る。
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顧客の間に立つ 「裁定的」な行政機関であることの制度的表現である。そのため、労働省は、

建設省や農水省のように自らが代表する社会集団にポークバレル的便益を一方的に供与するこ

とができないのである。労働省の雇用政策が、その手厚 さにもかかわらず、市場適合性を大き

く失うことがなかったのはこのためでもある14。

労働政策過程のもう一つの特徴は、政党政治との関係にある。日本の政治に関する多元主義

的な見方を主張した研究の多くは、政策決定過程における政治の優位を発見してきた。そこで

は、与野党間の政治的対立の影響を重視す る見方に加えて、「族議員」現象といわれる自民党

議員の政策決定への影響力の増大が注 目され ることとなった15。労働政策をこの観点から見る

とき、その特徴は与野党対立という意味での政策過程の政治化の度合いが低下してきたこと、

族議員現象の浸透とい う意味での政治化の程度が、他の政策領域に比べて低いことにあったと

思われる。

まず、労働政策が、与野党間の対立の焦点 となる事例は、1950年 代から60年 代前半に多く

見 られた。また、1970年 代の石油危機後の雇用政策決定過程においても、野党の役割は相当

大きかった。 しか し、傾向的に見るならば、労働政策決定は徐々に与野党対決の焦点として争

われなくなった と見て良いであろう。自民党の一党優位体制が長期に続く下で、政策制度要求

を強めてきた労働組合が、野党を経由せずに直擦政府 と交渉する 「政労交渉」のチャネルが拡

充 してきたことの帰結であろう。労働組合の政策過程全般への参加が拡充する一方で、政党政

治的意味において、労働政策過程の 「非政治化」が進展 してきたといえる16。

他方、 日本の政策過程全般において、厂族議員」現象が進み、政党優位現象が顕著になる一

方で、労働政策過程は相対的に言えばそのような変化をあまり被ってこなかった。労働政策に

関わる族議員は、社労族と呼ばれてきた。 しかし、そこで有力 と考えられる議員が関わるのは、

ほとんどが厚生省所管の福祉 ・医療政策である17。族現象を、一般的な関心にまで高めた書で

ある 『自民党政調会』においても、労働族 と言 うべきものは取り上げられず、それに将来なり

うる可能性を秘めているものとして、1983年2月 に設立 された自民党 「サラリーマン問題議

員連盟」が取 り上げ られるのみである。その設立総会は、自民党はサラリーマン層に目を向け

その代弁者になるべきであるとした上で、税制、住宅、教育などの問題にサラリーマンの立場

で総合的に考えてい くべきことを提言 した。 しか し、そこでのとりあえずの関心対象は労働政

14も ち ろ ん これ が 唯 一 の原 因 で はな い。 詳 し くは 、 久 米 郁 男 「行 政 制 度 と市 場 メカ ニ ズ ム ー 戦後 日本 の

雇 用 政 策 を手 が か りに 」『季 刊 行 政 管 理 研 究 』1995年3,月 を参 照 。

15MichioMuramatsuandEllisKrauss,"TheConservativePolicyLineandtheDevelopmentof

PatternedPluralism,"inKozoYamamuraandYasukichiYasuba,eds.,ThePoliticalEconomyofノ穡an

vol.i,StanfordUniversi七yPress,1987.

16労 働 組 合 が 、経 済 要 求 に加 え て政 策 制 度 要 求 を 強 め 、 政 策 参 加 を追 求 して き た とい う意 味 で の政 治 化

は これ と 同 時 に進 ん で き て い る。 久 米 、 前 掲 書 。

17板 垣 英 憲 『族 の研 究 』 経 済 界 、1987年 。

18日 本 経 済新 聞社 編 『自民 党 政調 会 』 日本 経 済 新 聞社 、1983年 、146頁 。
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策ではなかったのである18。族現象について、アカデ ミックな分析を最初に行った猪 口孝 と岩

井奉信は、労働族を分析 し、その人的構成において、 自民党労働部会長経験者の多さと労働官

僚出身者の比率の高さに特徴があるとした。これは、労働部会が法務、外務 といった部会と同

様、票にも金にもならないため、自民党議員が部会に所属 しようとする際の競争倍率が低く、

また 自動的に部会員 となる国会での委員会委員を除くと、部会長以外はほとんど残 らないから

であると解釈 されている19。そこで、「労働族は本人たちの能動的な理由で族 となっているよ

りも、もっぱら労働省の側の希望、すなわち国防族と同じような リクルー ト過程をもっている

ものと考えられる」 とされるのである20。

これらの知見は、労働政策過程の政治化の度合いはむしろ低く、労働省 という所管行政機関

の制度の枠内で、関係利益者である使用者と労働者それぞれの代表を参加者 として利害調:節の

上に、政策決定が行われてきたことを示していると言ってよいであろ う。 日本の政策過程にお

いて、最もコーポラティズムの定義に近い政策過程がここに成立していたと言 うことができよ

う。ソスキスの理解との関連で言 うならば、 日本における 厂調整」は企業グループ内のみなら

ず、政治過程においても重要であった。

3.労 働政策過程の変化

1990年 代に入って、 日本の政治は激動を経験することとなった。それは、国際政治経済的

には冷戦の終焉と経済のグローバル化、国内経済的にはバブルの崩壊後 「失われた10年 」 と

いわれる長期にわたる景気低迷、国内政治的には自民党の長期にわたる政権独占の終焉などの

集成 として現れた。 このような大きな環境変化にともない、従来確立 してきた労働政策過程に

変化が現れたのであろ うか。また、変化 したとすればなにがその原因であったのか。これを問

うことが:第1の 課題である。 しかし、上述の環境変化も、労働政策過程の変化も、未だ現在進

行中のものである。その意味では、確定的な分析ができるわけではない。以下では、労働政策

過程の変化を示唆するような現象をややエ ピソー ド的に検証 した上で、その変化に対する仮説

的な説明を検討することとしたい。

1)労 働 法制の見直 しとその政策過程

1990年 代に入っての労働政策過程は、80年 代までに確立してきたコーポラティス ト的な特

色を失いつつあるように見える。その端緒的な事例が、1993年 に行われた 「週四十六時間労

働制の猶予措置」を一年間延長する労働基準法の政令改正である。中央労働基準審議会は、同

19猪 口孝 ・岩 井 奉 信 『「族 議 員 」の研 究 』 日本 経 済 新 聞社 、1987年 、134-141頁 。

20同 上 書 、198頁 。
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年3月 末で期限の切れ る 「猶予措置」を一年間延長する政令改正案要綱につき、条件付きで実

施を認める答申を労相に提出した。 しか し、 この審議には 「延長はルール違反」 として抗議す

る労働者委員七人が全員欠席 し、公益、使用者委員のみによる異例の答申が行われている。こ

の背景は、法定労働時間を94年 度から原則40時 問にする労基法改正案の国会提出が準備 され

る中、使用者側は不況を理由に46時 間制の延長を自民党へ強力に要請 していたことにある。

労働省は、使用者団体の意を受けた自民党に、同審議会に諮る前に延長の約束をし、その後で

「厳 しい経済情勢を考慮 した緊急避難」であるとして同審議会へ延長 を諮問 した といわれる21。

このため、労働者委員を送 り出している連合は 「初めに結論ありきの審議には応 じられない」

と強 く反発 し、公益委員は延長を認めたものの、答申の見解で 「労働省の対応が審議会との十

分な連絡を欠いて行われたことは遺憾で、反省と今後の適切な対応を求める」 としたのである。

この過程 を、1986年 に法定労働時間短縮のため行われた労働基準法改正過程 と比較すると

き興味深い差異が発見 され うる。86年 改正においても、法定労働時間短縮 に激 しく反対す る

使用者側 とより一層の時短を求める労働者側は真っ向から対立をした。これに対 し、中基審の

公益側委員は、経営側 と労働側双方に公益案の承認を得るべく積極的に働きかけをおこなった。

「公益委員が独 自に基本的考えをまとめ、その受諾を労使双方に説得するという方法」がとら

れ、法定労働時間については、当初45時 間制としていたものを、更に踏み込んで週40時 間法

制を労基法本則に明記 した うえで、当面46時 間ついで44時 間を段階的に経て、週40時 間を実

現 して行 くとの公益案が作 られていった。そ して 「最終的には労使各側 とも、公益案にはさま

ざまな不満を残 しつっ も、大所高所の立場か らこれに賛成 し、中基審建議は全会一致で作成」

されたのである22。ここでは、労働省段階での審議会における過程で、対立する利益の調整が

行われていたのである。

別の例を見よう。90年 代には、就業構造や産業構造変化、また規制緩和の動きを受けて、

労働法制の見直 しが行われてきた。1999年6月 の労働者派遣法と職業安定法の改正で、見直

しは一巡 したことになる。 この一連の大規模な法改正過程においても、93年 の政令改定過程

ほどではないにせ よ、従来型の政策決定か らの変化を観察できるように思われる23。

まず、上述の労働時間法制をめぐるその後の動きを見よう。1997年4月 か らの週40時 間労

働制完全移行につき中基審はその後も審議を行ってきた。 しかし、この審議過程も、やや異例

の展開となった。労基審の報告案は、移行に伴 う混乱を回避するため二年間の指導期間を設け、

労働時間違反があってもただちに摘発せずに、行政指導に重点を置 くことをうたっていた。 こ

れに対 して、労働側は週40時 間制に移行 しない企業に対する是正勧告や罰則適用が運用上

「緩和」されることを懸念 していた。労働側が最終的に報告案に反対しなかったのは、「違法状

態を放置することなく適正な指導により是正を図る」 とする労働基準局長発言を引き出したか

21『 朝 日新 聞』1993年3,月18日 。

22白 井 泰 四郎 「労 働 時 間法 改正 を め ぐ って 」 『日本 労 働 協 会 雑 誌 』338号 、1987年10 ,月。

23詳 し く は 、三 浦 ま りの研 究 を参 照 。
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らである。 しかし、審議では労働側委員七人のうち三人(う ち一人は代理出席)が 、報告を不

満 として、その決定に不参加の意思を示す という事態 となった24。

その後も、労働基準法のさらなる見直しが進んだのであるが、1997年11.月21日 に中基審が

答申をした 「今後の労働時間法制および労働契約等法制のあり方」に対 して、連合など労働団

体は、激 しい反発を示すことになった。労使が厳しく意見対立 したのは、(1)時 間外 ・休 日・

深夜労働、の男女共通規制の上限規制(2)裁 量労働制(3)変 形労働時間制(4)労 働契約

期間の4点 であった。 ここでの労使の基本的対立は、労働側が労働基準を国家的規制によって

維持する法的枠組みづくりを重視 し、経営側はそのような規制志向に反対 した結果であったと

いえる25。答申には、この4点 につき労働側委員案の記載がされたにとどまり、法案作成は労

働省にゆだねられた。そこで、連合は与党内にいる社民党に働きかけ、労働省がつくる改訂法

案要綱(政 府案)に 連合の主張を反映させる取り組みを強化 し、さらに民主党や新進党など野

党の支持 ・協力政党にも、4点 の要求に対する理解 と政府案への代案づ くりを要請 し、国会審

議の場で も要求実現を迫 ることとしたのである。98年1月 には、改正法案要綱が、中基審に

諮問され審議会は 「概ね妥当」との答申を行ったが、変形労働時間制、時間外労働、裁量労働

制について労働側は最後まで異議を唱えたため、各側意見に配慮 して政省令を作成することと

された。 この改正案は、衆議院委員会審議において、裁量労働制についてはその実施を1年 延

長 し、企業での導入に際しての規制を強化するとともに、時間外労働については激変緩和措置

をもうける修正を、共産党以外の6与 野党で行った。 しかし、結局同法案はいったん継続審議

とな り、1998年9月 になって成立 したのである。 しかもその際には、有期労働契約の上限延

長に関わる客観的な基準の設定、1年 単位変形労働時間制の要件緩和にともなう総実労働時間

の短縮など13項 目におよぶ附帯決議がなされた26。

以上90年 代に入ってからの労働政策形成過程を、ややエピソー ド的に概観 したのであるが、

そこでは審議会を中心とする労働政策過程の枠組から、利益調整がより大きな政治過程へ溢出

する傾向が生まれてきたとい うとりあえずの観察ができそ うに思われる。

ただ し、このような変化は、ひとり労働政策過程においてのみ生 じたのではない。90年 代

の政治改革、行政改革の流れの中で、政策過程における審議会のあ り方が、批判的検討の対象

となってきた。1996年 に、橋本内閣の下に設置 された行政改革審議会は、各省庁ヒアリング

な ども含めて50回 以上の会合を持ち、最終答申をま とめている。答 申では、審議会について

も、「審議会(国 家行政組織法第8条 に基づいて設置 された審議会等をいう。)や懇談会等行政

運営上の会合は、行政の民主化や専門知識の導入において従来一定の役割を果たしてきたが、

その数が膨大になり、いわゆる隠れみのになっているのではないかとの批判を招いた り、縦割

24『 週刊労働ニ ュース』1996年12A9日 。

25花 見忠 中央労働審議会会長へのイ ンタビュー記事か ら。『週刊労働 ニュース』1998年2月2日 。

26法 政大学大原社会問題研究所編 『日本労働 年鑑:1999年版 』345-352頁 。
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り行政を助長するなど、その弊害も目立つ ようになってきている。こうした問題点を解決 し、

行政責任を明確にするため、従来の審議会等を思い切って整理 し、設置は必要最小限にとどめ

るとともに、その運営の改善を図る」 とされたのである。そして、中央省庁等改革基本法案で

は、審議会等の整理及び合理化 として、政策の企画立案又は政策の実施の基準の作成に関する

事項の審議を行 う審議会等については、原則 として廃止するものとし、設置を必要とする場合

にあっては必要最小限のものに限り、かつ、総合的なものとし、それ以外は、特段の必要性が

ある場合に限り、審議事項を具体的に限定した上で、可能な限り時限を付 して、設置すること

ができるものとすると規定された。

このように政策過程における審議会の役割に対する批判的再検討が進むにつれて、従来、労

働政策過程 と同様、政策形成に審議会が大きな役割を果たしてきた他の政策領域においても変

化が生じてきたのである。労働政策にも関係する領域では、持ち株会社解禁問題がある。独占

禁止法で設立を認められていなかった 「持ち株会社」の解禁については、1995年3月 に閣議

決定した 「規制緩和推進計画」で、3年 以内に検討するとされ、検討が開始された。12月 に

は、公正取引委員会の独占禁止法第4章 改正問題検討会が、持ち株会社を 「部分解禁」する報

告を発表した。 しかし、96年1,月 に入って、自民党の独 占禁止法問題調査会が 厂原則 自由化」

の方針を提起 したことを受けて、公取委は先の部分解禁案をひるがえし、「過度の経済的集 中

を招 くような場合」を除き原則的に自由化するという案を改めて発表するにいたった。

企業の取締役らに報酬として自社株取得権を与えるス トックオプション制度解禁のための商

法改正にっいても同じような傾向を見ることができる。 この改正は、経団連からの強い要請を

受けて、規制緩和推進計画において 厂1997年度中に検討 し、98年 度の早期に導入」す るとさ

れた課題である27。従来、商法改正にっいては、法務省の法制審議会での審議を経て立法が行

われてきた。しかし、この事例では、自民党議員の一部は 「商法学者中心の法制審では、経済

の変化に対応できない」として、議員立法による速やかな改正を目指 したのである。

同じ法務省所管では、少年法の改正問題についても、自民党法務部会に 「少年法に関する小

委員会」が設けられ、少年審判への検察官の立ち会いを認め、裁判官の合議制を導入する形で

の少年法改正を議員立法で進める動きが、1998年 にはでてきた28。これも、従来型の政策決定

過程が政治化している例と考えられる。

このように、他の政策領域における変化をみるとき、本稿が注目する労働政策過程の変容 も、

日本の政策過程が審議会を用いた従来型の政策決定過程から変化する大きな流れの一局面と考

えるべきかもしれない。

27『 朝 日新 聞 』1997年5A13日 。

28『 朝 日新 聞 』1998年4月10日 。
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2)1980年 、89年 、94年 労 慟 団 体 調 査 結 果

以 上 見 た よ うに 、 労 働 政 策 過 程 の性 格 は90年 代 に 変化 を示 して き た よ うに見 え る。 そ の 変

化 は、 日本 に お け る政 策 過 程 全 体 の変 容 を反 映 して い た 側 面 も あ りえ る。 しか し、 上記 は い く

つ か の政 策 過 程 の エ ピ ソー ドか ら見 た 観 察 に と どま って い る。 以 下 で は 、 労働 組 合 の リー ダ ー

へ のサ ー ベ イ 調 査 結 果 を用 い て、 こ の変 化 の性 格 を検 討 して み る。

こ こで 用 い るデ ー タは 、 村 松 岐 夫 京 都 大 学 教 授:が、1980年4,月 か ら5月 に か けて 行 っ た 全

国主 要 利 益 団 体252の 調 査 、 そ の 第2次 調 査 と して1994年3月 か ら7月 にか けて247団 体 に 対

して行 わ れ た 調 査 か ら、51の 全 国お よ び産 別 レベ ル の労 働 団体(1980年 調 査 は52団 体)を 取

り出 した も の と、 著 者 が1989年 に調 査 した51労 働 団 体 デ ー タ を合 わせ た もの で あ る。 この3

回 の調 査 で は 、基 本 的 に 同一 の 団体 が 調 査 対 象 と され て お り、3波 の パ ネ ル 調 査 に 近 い もの と

な って い る29。

そ こで の知 見 を 見 てみ よ う。 まず 、 行 政 機 関か ら どの 程 度 相 談 を受 け るか を5段 階 評 価 で 聞

い た。 厂あ る 程 度 」 以 上 受 け る と答 えた 団体 の 比 率 は 、3回 の 調 査 とも6割 前 後 で あ る が 、89

年 調 査 が 最 も高 い。 これ を 、労 働 団体 の種 別 に分 けて み る と、 公 的 セ ク ター の 労 組 で は 、 行 政

か らの相 談 を受 け る もの が 増加 して い る。 「た び た び 」 と 「か な り」を 合 わせ る と、0%、20%、

20%と 推 移 して い る。 他 方 、 民 間 の 労組 は 、 や や 解 釈 が難 しい。 「た び たび 」 と 「か な り」 を

合 わせ た 比 率 は 、21.9%、13.9%、9.1%と 逓 減 して き た 。 しか し、 「あ る程 度 」 ま で を 入 れ る

と、56.3%、63.9%、51.5%と 推 移 して い る。 な お 、 全 国 団体 で は 、 「た び た び 」 受 け る と し

た の は 、89年 、94年 の連 合 で あ る。 以 上 の デ ー タ は 、全 体 と して み る な らば 、 行 政 か ら相 談

を受 け る 労働 組 合 の比 率 は大 き く変 わ っ て い な い と読 む こ とがで き よ う。

しか し、 大 き く変動 して い る の が 、行 政 へ の信 頼 度 で あ る。 普 段 接 触 の あ る行 政 機 関 へ の信

頼 度 を聞 い た結 果 、80年 の46.2%か ら、89年 に は66.6%へ と、行 政 へ の信 頼 度 が大 き く高 ま っ

た が 、94年 に は そ れ が 著 し く低 下(33.3%)し て い る の で あ る。 こ のデ ー タは 種 別 で ブ レー

ク ダ ウン して も 、 大 き な 差 は な い 。 公 的 セ ク タ ー の 労 組 で は 、 「非 常 に信 頼 」 と 「あ る程 度 信

頼 」 を併 せ た 比 率 が 、28.6%、70%、40%と 推 移 し、 民 間 労組 で は53.1%、63.9%、30.3%

と推 移 し た。 な お 、 全 国 団体 で は全 民 労 協(80年)と 連 合(89年 、94年)は 、 いず れ も 「あ

る程 度 信 頼 す る」 と応 え て い る。

これ ら二 つ の デ ー タ は 、 上述 の観 察 と整 合 的 で あ る よ うに思 われ る。 す な わ ち 、審 議 会 を含

め た行 政 レベ ル で の利 益 調 整 に 基 づ く政 策 決 定 過 程 に 、 労 働 組 合 は1989年 ま で 、深 く 関 わ り

か つ そ こ で の 参 加 に満 足 して い た結 果 、 接 触 頻 度 も た か く、 ま た80年 に 比 べ て行 政 機 関へ の

29詳 しい分析 は、村松岐夫 ・伊藤 光利 ・辻 中豊 『戦後 日本 の圧力団体』東 洋経済新報社 、1984年 、 久

米郁男 「1980年代 日本における利益団体政治の変容」『神戸法学雑誌』41巻2号 、1991年9月 、 および

『レヴァイアサ ン』1998年 臨時増刊 「特集 政権移行期 の圧 力団体」 を参照。 なお、 このデー タを踏 ま

えた著者 の分析 は、中公 新書 として近刊 予定。
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信頼も高まっていた。一般的に言えば、労働組合は、政策制度要求に自信を持ってきていたと

いえるかもしれない。 しかし、94年 調査では、労働組合の行政への信頼感は大きく低下 して

いる。先に見たように、行政の枠組みの中で利害調整が うまくはかれないと労働組合が感 じだ

したことを反映しているデータのように解釈できる。労働団体調査データからも、90年 代に

おける政策過程の変化が推測されるのである。

4.変 化 の原 因:仮 説 的考察

では、この労働政策過程の変化をもたらした要因はなにであろうか。以下では、いくつかの

説明仮説を簡単に検討することとしたい。

第1は 、グローバ リゼーション仮説である。冷戦の終結、情報技術の革新、資本移動の増大

などの要因により、世界大での市場競争が激化 してきたとの指摘がなされている。バブル景気

のユーフォリアの中で、グローバル市場で勝ち組の地位 を確固なものとしたと考えられた日本

経済は、バブル崩壊後の長期経済不振の中で経済構造改革の圧力にさらされることとなった。

バブル期には、日本経済の強さの源と賞賛された 日本的雇用慣行をはじめとする日本システム

が、10年 不況の中で一転 して競争力を阻害する障碍として改革論議の対象 とされるに至った。

個別企業において賃金、雇用システムの変革が進められる一方、労働政策も大きな変化を見せ

ていった。この解釈は、さらに労使関係や労働政策の変化が、グローバ リゼーションの下での

経営者側からの攻勢に由来するとの認識につながる。すでに見たような労働法制の大規模な改

正が、従来の労使関係を経営者側の要請に基づき大幅に変革するものであると考えるならば、

関係者の合意を重視するコーポラティス ト型の政策形成過程の枠ではその実現がかなわず、新

たな政策過程が生 じてくるとい う解釈に行き着くであろう。

しか し、この解釈の問題点は、グローバ リゼーションの圧力に突き動かされてなされる諸改

革が、基本的には力を強めた経営者の主導のもと、労働者の利益に反 してなされているとい う

視点を過度に強調するところにある。今回の労働基準法改正に際 して中基審会長を務めた花見

忠は、労働側の戦術の誤 りとして、「柔軟型雇用の労働者は低賃金、長時間労働でむ りや り働

かされている」 とい う非現実的前提に立っていたことをあげている30。就業構造や産業構造の

変化により、派遣労働や裁量労働制によって利益を得る労働者も存在するとい うのがそこでの

認識であろう。また、グローバ リゼーションの進展が、労使の力関係を使用者側に大きく有利

なものへ変えてしま うという理解 も、自明のものではない。グローバル化に伴 う国際競争の下、

各企業は競争力を向上させるために、以前にもまして労働組合や労働者との関係に意を用いな

30『 週 刊 労 働 ニ ュー ス』1998年2,月2日 。
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ければならなくなる傾向も存在す る31。

第2は 、政界再編仮説である。1989年 には、参議院における与野党逆転が起こり、さらに

は1993年 には、55年 以来一貫して政権の座にあった自民党が下野 した。その後、日本では連

立政権が続いてきた。この変化は、日本におけるコーポラティス ト的な政策形成のパターンを

支えた条件に大きく影響した。労働政策過程に見られたような、行政の枠組みの中で関係者が

利益を調整 し政策決定を行い、その過程を政治化 させないための一つの前提は、 自民党の一党

優位体制にあった。ある政党が、あるいは連立与党が、長期に政権の座にあると予測される場

合には、対立する利益団体は、その政権の枠組みの中で、行政を通 して利益の実現を図ろうと

するであろう。また、長期に政権を維持 しようとす る限り、政権党は、直接的な支持集団を越

えて、よ り幅広い集団の利益 も政策に反映させようと包括政党(catchallparty)化 しがち

である。 この事情は、ヨーロッパにおけるコーポラティス ト体制が、スウェーデンにおけるよ

うに社民党の優位体制において典型的に生じた点と照応的である。イギリスに典型的なウェス

トミンスターモデルのように、二大政党間の政権交代が予測 される場合には、対立する利益は

それぞれを代表する政党を通 して実現され るであろ う。そこでは、野党 と関係を持つ集団は、

現与党政権の行政を通して利益実現を図るよりも、次回の選挙において政権交代を実現するこ

とで利益を実現 しようとするであろう。その場合、利益調整過程は、政党政治を通 して行われ

ることとなり、コーポラティス ト体制は成立しにくい。

90年 代 日本における政界再編は、伊藤光利が分析するよ うに、巨大野党たる新進党の結成

に見られるようなウェス トミンスター型への移行を見せ る局面 と、自民党優位の連立政権体制

の成立を予感 させ る局面が交錯 した32。政務次官の権限強化や国会審議における政府委員制度

廃止に見られるような、政治の優位の確立を目指す動きのモメンタムの一つは、ウェス トミン

スター型政治を目指す志向にあったといってよいであろう。行政改革会議答 申が審議会の見直

しを打ち出したのも同じ事情である。

この変化は、労働組合の政治との関係にも大きな影響を与えた。全民労協から連合の結成へ

とい う労働界の再編を主導 した民間労組の運動は、政策制度要求を通 じて当時の自民党政権下

の政策過程への参加を追求 した。そこでは、労働組合は政府 ・自民党との交渉チャネル を拡充

してきたのである。 しかし、93年 の政権交代の前後から、連合の自民党に対す るスタンスは

変化 し始めた。そこでは、ウェス トミンスター型の政権交代可能な二大政党制を実現し、その

一方を自らの代表 とすることが 目指されるようになったと言ってよいであろう。

93年 の政権交代実現後、野党に転 じた自民党では、労働政策推進議員連盟が 「春闘支援」

論を打ち出し、サラリーマン ・パー ト問題研究会はサラリーマンへのアピールを強める方針を

31KathleenThelenandIkuoKume,"TheEffectsof'Globalization'onLaborRevisitedLessonsfrom

GermanyandJapan,"Politics&Society,1999,forthcoming.

32伊 藤 光 利 「連 立 政 権 の政 策 能 力 」 水 口憲 人 ・北 原 鉄 也 ・久 米 郁 男 編 著 『変 化 を ど う説 明 す るか:政 治

編 』 木 鐸 社 、2000年 刊 行 所 収 。
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掲げるなどの動きが見られた。 自民党政権下においても、選挙で自民党が苦況に陥るとこのよ

うな動きが自民党内でしばしば出てきた。労働組合は、そのたびに政策制度要求にとっての好

機 としてとらえてきた。 しかし、94年 には 「政権の味」も覚えた連合など労組側に、「敵視す

るわけではないが、連立与党側 との関係もある」 と、 自民党内の 「ラブコール」に対 し、戸惑

いを示す向きが多いと報道されている33。他方、1998年3月 には、自社さ3与 党体制に対抗 し

て、連合が新 「民主党」の結成に積極的に動いたことをとらえて、山崎政調会長が 「反自民の

連合 とは今後、直接協議 を行わない」 と宣言し、その後も政府 と連合が定期的に行ってきた

「政労会見」の見直し論が自民党内で出されることとなった。いずれも、80年 代まで順調に拡

大 してきた労働組合の政策過程参加の流れとは異なる動きである。その背景には、自民党一党

優位体制に対して、ウェス トミンスター型の政治へ向かうベク トルが働いていると考えられよ

う。

この点を、前述の労働組合調査データで確認 しよう。調査では、自民党との接触頻度につい

て質問 している。結果 を見ると、公的セクター労組はあま り変わっていない(厂 かな り」+

「ある程度」で、35.7%、40%、33.4%)。 しかし、労働界再編の主力 となった民間労組では、

減少傾向が顕著である(厂たびたび」+「 かなり」+「 ある程度」で、43.7%、27.8%、15.1%)。

なお、全国団体でも、連合が 「かなり」(89年)か ら 「ある程度」(94年)へ と下げている。

90年 代の政界再編の流れが、労働政策過程に影響を及ぼしている可能性は高そ うに思われ

る。 しか し、この変化は労働組合にとって外在的に生 じたのではない。この変化には、当然労

働組合も積極的に関わってきた。この点が、第3の 労働戦線統一仮説と関係する。この仮説は、

労働戦線の官民統一が89年 についになったのであるが、そのことがかえってコーポラティス

ト的な労働政策過程を変容させたとい うものである。この統一の過程で労働組合は政策制度要

求の有効性を信 じ、それを追求 し大きな成功を収めてきた。 しか し、この経験、運動の中で、

労働組合は雇用創出政策や産業政策などの 「生産」に関わる政策から、労働時間短縮政策のよ

うな 「分配」に関わる政策へとその要求を拡大 してきた。また、政策手段についても、労働時

間短縮を労働時間法制の改正によって行い、また今回の労働基準法改正過程でも、派遣制度や

裁量労働制を政府が規制 し、そのことによって労働基準を維持、向上させようとする国家規制

型の志向を示した34。これは、80年 代まで労働時間短縮が行政指導を用いつつ基本的には労使

間の自治の問題 として進められてきたことと対称をなす。また、裁量労働制についても、労使

委員会を設けて労使 自治に基づき、その運用を行 うとい う案に対 して、連合は政府規制の強化

を求めて抵抗を示 したのである。

このような労働の戦術の背景には、 日本の労働組合が使用者との関係ではまだまだ弱 く、政

33『 読売新 聞』1994年3A30日 。

34当 初 この戦略 は相 当の成功 を見せ、80年 代後半には、経 営者側か ら 「労働 攻勢」ではなく 「労働省攻

勢」が問題 となった との発言 が見 られ るよ うに なった。久米、前掲書、第7章 。
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府の規制な しには自らの利益を十分に守れない との判断がある35。この戦術的判断の当否は、

とりあえず置くとして、このような国家規制を重視する志向が、労働戦線の統一に伴い強まっ

たのではないかとい うのが仮説の前提である。統一を達成し、「800万」労働者 を糾合す る勢

力 となった連合は、その力を用いて政治の場で要求を実現すべきだと考えるようになったので

はないか36。この結果、従来の労使間の利益調整枠組みに、新たな対立が持ち込まれ、労働政

策決定過程は変容 したと考えるのである。労働組合が、国家規制政策を追求する限 り、経営者

はそれを阻止するべ く政治の場に働きかけを拡大することになる。93年 、政権交代の直前に、

「週四十六時間労働制の猶予措置」一年間延長問題で、使用者側が審議会をバイパスして 自民

党に働きかけ異例の展開となったのは、このような事情によった と解釈できるかもかもしれな

い。他方、1997年11Aの 中基審答 申 「今後の労働時間法制および労働契約等法制のあ り方」

に対して、連合が民主党や新進党などに政府案への代案づ くりを要請 し、国会審議の場で要求

実現を迫 ることとしたもの、この変化の結果であるという解釈になる。また、今回、労働基準

法改正反対運動を通じて、労働戦線統一運動の中で激 しく対立した連合 と全労連の間に一定の

共闘関係 が生まれた。このことは、政治路線を追求することが、「統一 と団結」を志向させる

とい う因果関係をも示している37。労働戦線の統一は、組合運動路線を政治化 させ、従来 と異

なる政策要求とそれをめぐる新たな政治過程を帰結 したというのが第3の 仮説である。

以上3つ の仮説は、必ず しも相互に排他的ではない。 グローバ リゼーションの進展に伴 う労

働法制の規制緩和とい う政策課題は、労働戦線の統一と相まって労働組合の国家規制志向をか

えって強めた と考えられる。また、政界再編の進行は、先に見たように労働戦線統一 と関連 し

ていた。どの仮説が、労働政策の変化をより多く説明できるか、そのための手がかりを得 るた

めに、 日本の事例 とグローバ リゼーションの波に洗われ政策過程 を変化 させたとされる3力 国

との簡単な比較検討を次に行 う。

5.比 較 の中の 日本

日本との比較において、まず興味深いのは、コーポラティス ト的な体制をとってきた国での

変化である。スウェーデンでは、1980年 代から経営者団体が、労使問題を全国 レベルの統一

交渉により解決する事に反対の立場をとりはじめ、統一交渉の基礎であった各企業における賃

35民 間主導 の労働運 動を牽引 してきた金 属労協 も、市揚経済が有効に機 能す るためには、市場に参加す

るものの対 等性 が担保 されな ければな らない として、労働法制 の規制緩和 に慎 重な姿勢 を示 してい る。

『週刊労働 ニュー ス』1997年5A19日 。

36連 合誕 生後 、山岸 章が初代 会長 となる と、連合 内にその政治主義路線に反発が生 じた。 この事実は、

労働組合運動路線 が連合結成後変 わったことを示唆 しよ う。

37『 週刊労働 ニュー ス』1997年5A26日 。
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金データの収集を中止した。そ して、賃金交渉の分権化も経営者によって主張されるに至った。

政策過程における変化 として強調 されるのは、90年 代に入ってスウェーデン型 コーポラティ

ズムの特色とされたレミス制度など、数百もある公的三者協議機関からの経営者側代表の一方

的引き上げが行われたことである。スウェーデ ンモデルの終焉が90年 代に語 られ始 めたので

ある38。この終焉をもたらした原因の一つは、労働運動の政治主義化にあるとい う解釈が有力

に主張 されている。1970年 代の同国労組の 「政治主義路線」によって、従来労使 自治とされ

た領域に国家介入が進んだことと、それへの使用者側の反発に淵源があるとする解釈がそれで

ある39。ただしスウェーデン型の政策内容 自体がどのように変容す るかは未だ必ず しも明確で

はない。スウェーデンの進む方向が、 ドイツが他の調整型市場経済であるとするのが、ソスキ

ス達の立場であることは先に見た。

グローバ リゼーションの流れの中、規制緩和の方向へ大きく舵を切 り 「成功」を遂げたとさ

れるのがニュージーラン ドとオランダである。ニュージーランドについては、その大胆な規制

緩和、行政改革の事例が日本でもしばしば報道 されてきた。他方、ニュージーラン ドに少 し遅

れて注目を集めているのが、同じく雇用政策の規制緩和を進めた 「オランダの奇跡」である。

この両国が興味深い対照をなすのは、両国が従来の労働政策や福祉政策を改革 して、失業率

や経済成長率などの経済パフォーマンス指標の向上を実現した点では共通するが、それに際 し

てニュージーラン ドでは厳 しい労使対立が発生 したのに対 して、オランダでは従来のコーポラ

ティス ト的体制が継続していることである。2極 化す る収斂(dualconvergence)の 典型例

であるといえよう。

ニュージーランドは、1960年 代には、世界有数の豊かさを誇 り、福祉政策の充実 した太平

洋のスウェーデンとも呼ばれていた。 しかし、その後、ニュージーラン ド経済は交易条件の悪

化、オイルショック、英国のEC加 盟などに伴い、経済的低迷に陥る。これに対 し、保守系の

国民党マル ドーン政権(1975～84年)は ケインズ政策に訴えて苦境の乗 り切 りを図った。 し

かし、経済情勢は困難を極め、国民党の分裂に伴い、1984年 に労働党ラング政権が誕生 し、

蔵相ダグラス ・ロジャーが主導する新 自由主義改革路線がスター トしたのである。そこでは、

金融面の規制緩和、公共部門の改革、労働市場への規制緩和が大胆に進められた。このような

改革の動きに対 し、労働組合評議会は抵抗を示 し、労働党政権 と労働組合の関係は緊張に満ち

たものとなった。その後、評議会の組合指導部内には、従来の戦闘的な組合運動を改めて労働

党政府と協調 しっっ改革を進めようとするコーポラティス ト的な志向が生まれてきた。しかし、

38宮 本 太 郎 「欧 州 経 済 統 合 と コ ー ポ ラ テ ィ ズ ム 」 『年 報 政 治 学1993』 岩 波 書 店 、1993年;KathleenTh-

elen,"WestEuropean:LaborinTransition,"WorldPolitics46,0ctober,1993;SA:F副 議 長 へ の イ ン

タ ビ ュ ー1992年6月3日 。

39HughHecloandHenrikMadsen,PolicyandPoliticsinSweden,TempleUniversityPress,1986Jonas

Pontusson,TheLimitsofSocialDemocracy,CornellUniversityPress,1992.
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このような動きは組合運動内部の対立を生み実を結ぶことなく終わったのである40。

その後、1990年 にはボルジャー国民党政権が成立 し、労働組合はさらに厳 しい対決を余儀

なくされた。新政権は、経済再建のために、社会保障 ・福祉制度の大幅な見直しを進めるとと

もに、労使関係面でも91年 に雇用契約法を制定、雇用 ・賃金を企業別や労働者個人別に契約

できるよ うにした。また、労組への強制加入を任意加入に変更するなどの政策を採ってきたの

である。 このような改革を受けて、ニュージーラン ド経済は大きく立ち直 りを見せていった。

経済成長は、91年 のゼロ成長から回復基調に入 り、93年 から97年 には年平均4.2%の 成長率を

記録した。80年 代には10%前 後だったインフレ率も96年 には1.9%と 低下し、失業率も93年 に

は10%を 超えていたが、95年 には6.1%に まで下がってきたのである。このような成果につい

ては、一部に厳 しい見方 もあるものの、世界の注 目を集めるに足るものであったといえよう41。

他方、オランダも、1970年 から80年 代はじめまで、経済的な困難に見舞われた。オランダ

は、ヨーロッパの福祉病の典型であり、「オランダ病」とい うありがたくない呼称 も生まれた

のである。ロン ドン ・エコノミス ト誌は、100万 人以上の人々が働きもせず福祉に頼って生き

る、現実を忘れた暗鬱な国家 としてオランダを描いていた42。しかし、1982年 にオランダは停

滞からの覚醒をはじめた。「ワッセナーの合意」 と呼ばれる政労使の合意がなされ、賃上げ自

粛の見返 りに、雇用安定 ・雇用創出が進められたのである。その後、予算の10%に も及ぶ財

政赤字を生んできた過剰な福祉施策の見直し、合理化、パー トタイム労働や臨時雇用などの低

賃金労働の活用 を阻んできた労働政策の規制緩和により、オランダ経済は立ち直ったのであ

る43。1983年には13%を 記録 した失業率は、1999年 現在、3%代 半ばで推移 している。労働力

率で見ても、1985年 の52%か ら1995年 の64%へ と大きく雇用をのばしたのである。このオラ

ンダの経験は、 「ポルダーモデル」として多 くの注 目を集めることになった44。オランダの経

験も、ニュージーラン ド同様バラ色一色とい うわけではない。賃金 自粛により競争力を回復 し

ただけで、産業の高度化が伴っていないといった批判もある45。

しかし、ここではオランダの成功の評価 には立ち入らない。注目したいのは、オランダにお

いてはニュージーラン ドと異なり、この改革が労働組合と政府、経営者三者の緊密な交渉、協

調の上になされたことである。オランダは、比例代表選挙制をとってお り、現在のウィム ・コッ

ク首相が率いる労働党、自由党、民主党から成る 「紫の連合」政権に至るまで、連立政権が続

いてきた。政策形成においては、コーポラティス ト的な制度が維持 されてきた。政労使33人

40MarkSrayandDavidNeilson,"lndustrialRelationsReformandtheRelativeAutonomyofthe

State,"inFrancisCastels,et.al.,eds.,ThegreatExperiment,Allen&Unwin,1996.

41JaneKelsey,TheNewZealandExperiment,AucklandUniversityPress.1995.

42TheEconomist,January30,1982.

43JelleVisser,"TwoCheersforCorporatism,OnefortheMarketIndustrialRelations,WageMode-

rationandJobGrowthintheNetherlands,"Britishノ�ynaloflndustアialRelations,36・2,1998.

44JelleVisserandAntonHemerijck,、41)〃 励Miracle,AmsterdamUniversityPress,1997.

45DominiqueVidal,"MiracleormirageintheNetherlands?,"LeMondeDiplomatique,July1997.
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のメンバーから成る社会経済協議会は毎月開催され、2年 ごとに政府に対 して政策提言を行っ

てきた。また、経営者協会 と労組連盟で形成する労働協議会も、政府に対 して政策提言を行 う

重要な機関である46。これ らのコーポラティス ト的制度を通じて、上述の改革がなされてきた

のである。

以上の3力 国の経験は、 日本における労働政策過程の展開を説明する上で興味深い示唆を与

えているといえよう。ニュージーランドとオランダが異なるや り方で、グローバル化 した世界

経済の中で再生を果た した事実は、グローバ リゼーシ ョン仮説の予測するような経営攻勢とい

う形での政治の収斂が生 じないことを示唆 しよう。また、小選挙区制に基づく二大政党制の下

で、ウェス トミンスター型の政治を行ってきたニュージーラン ドで、雇用政策の改革など新た

な規制緩和政策が、激 しい労使の対立を生んだ事実は、二大政党制への移行の可能性を期待さ

せた政界の再編が 日本の労働政策過程を変容 させたとする政界再編仮説を支持するように思わ

れる。ブルーカラーの労働組合LOと ホワイ トカラー労組TCOの 対立を含みつつも、労働の組

織力を背景に政治路線へ と打って出たスウェーデンの労働組合運動が、労使 自治の原則の上に

形成されてきたコーポラティス ト体制を揺るがせる最初の一撃を与えたとい うのが我々の観察

である。そ うであるな らば、スウェーデンの経験は、連合が、全的統一を果たして、その路線

を従来のものから政治化させたことが、労働政策過程の性質を対決的なものとしたとい う 「労

働戦線統一仮説」の正 しさを示唆するように見える。

この第3の 仮説は、労働組合が雇用システム改革に対 してどのような選好を持ち、如何なる

戦略を志向するかとい う本稿における第2の 論点と関わってくる。1989年 の労働戦線統一が、

日本の労使関係における 「調整」のあり方に変化を及ぼしているか否かがここでの関心である。

6.雇 用システム改革 と労働組合の対応

近年 日本の構造改革を進めるためには、 日本の雇用システムの改革が必要であるとの主張が

強くなされている。この改革をめぐって、いくつかの観察が可能である。

第1の 観察は、雇用システムの改革において、賃金システムの改革が順調に進むのに対 して、

労働力移動を増進させる雇用規制の改革が遅いことである。生産性の低いセクターや企業から

将来成長の見込めるセクターや企業への円滑な労働移動は、一国の経済水準の向上が、詰まる

ところその国経済の生産性向上によってしかもたらされない以上、それを促進する政策が必要

であることには十分な理由があると考えられる。その政策のひとつが、実質的解雇規制の緩和

とい うことになろう。 しか しなが ら、その政策がいかに理論上望ましいものであっても、その

政策が現実化するには、政治過程においてそのような政策への支持が調達 される必要がある。

46『 週 刊 労 働 ニ ュ ー ス 』1999年1,月25日 。
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しか しなが ら、労働力の流動化に対する積極的な支持は、経営者団体においても、ましてや労

働組合においても強いものではない。

これに対 して、賃金制度の改革はその実施が相対的には進んでいるように見える。伝統的な

「年功賃金制度」の改革、業績給体型の導入については、電機産業を最右翼としてその導入に

積極的な労使が存在 している。

この二つの改革の進行度合いの差は何に由来するのであろ うかとい うのが、この観察を踏ま

えての問いになる。

第2の 観察は、雇用システム、賃金システム、さらには経済構造改革全般に対する態度が、

セクターごとに異なっている点である。便宜上、労働組合に焦点を当ててセクター間の差異を

見るとき、まず、公的セクターの労働組合が改革に対 して概 して消極的であることが分かる。

独立行政法人化に際して、多 くの組合が、それに反対 し、反対 しきれないと見ると職員の公務

員身分の維持を強 く主張したことは象徴的である。続いて民間セクターに目を向ければ、電機

や自動車産業のよな国際競争力のあるセクターの労働組合が、改革に対して抵抗が少ない。電

機連合が、業績給の導入に早 くから積極的であったこと、また職種別賃金モデルの導入を志向

し、業界横断的な職業訓練制度や業界共通の評価基準の導入を提案 しているのは、労働力の流

動化を見越 したものとも言えそ うである(日 経200018/2)。 これに対 して、戦後 日本の労働界

において民間主導の労働運動を主導 してきたゼンセン同盟が、最近セーフガー ドの発動に理解

を示していることは、その改革への消極性を象徴するものとも言えそうである(日 経200114/29)。

民間製造業セクターの組合間においても、「改革」への態度に大きな分岐が生まれているよう

に見える。

第3は 、上記の観察と関連する、歴史的な変化への観察である。今回の構造改革は、ある意

味では、1980年 代はじめの中曽根行革が目指した(必 ずしも実現できたわけではない)新 自由

主義的改革と共通する部分がある(大 嶽秀夫、1998年)。 小さな政府への志向、規制緩和やサ

プライサイ ドの改革 といった点である。 この改革について、当時は民間労組を基盤 とした政策

推進労組会議や、同盟、金属労協などは、それを強 く支持 していた。行革推進国民会議が、こ

れ ら民間組合を中心 として結成 されたことが特筆されるべきである。 しかしながら、これ ら民 匿

問労働運動の主導のもとに結成 された連合は、橋本行革などに於いて、改革に消極的な態度を

示す ことになった。民間労組の雄であったゼンセン同盟出身の芦田甚之助連合会長は、橋本政

権下で行革推進会議のメンバーとなったものの、そこでは独立行政法人問題、行政改革問題に

つき、基本的には公務員の権益擁i護の観点からの発言に終始 した。芦田会長は1997年 明け早々、

自治労の旗開きであいさつし、「行革には光もあれば影 もある。光を求めて改革するが、影の

部分を放っておいていいわけがない」 と行革論議に注文をつけている(朝 日1997/1/19)。 行革

推進会議の検討が進んだ97年10月 には、行政改革会議において、芦田甚之助委員が焦点 となっ

ていたエージェンシー(独 立行政法人)制 について 「法人は国の行政組織の中に置くべきだ」

とした意見書を提出している。エージェンシー化 とはサービス部門を行政から切 り離してス リ
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ム化す るのを狙いとするものであ り、芦田案はその前提をくつがえす内容で、他の委員からは

「これまでの制度論議をくつがえすものだ」などの反論が相次 ぐこととなったという(朝 日1997

110/30)。 橋本行革における連合の役割が、中曽根行革における民間労組の役割と大きく様変わ

りしたことは明らかであろう。

これ らの観察は、従来の労使関係領域における調整のあり方が、労働戦線統一 という労働組

合の組織変化によって、労働組合側か ら変化の入力を受けていることを示 しているかもしれな

い。そこで、労働組合組織 と労働組合の選好 という問題を考えるために、以下では、労働組合

の形態 と経済パフォーマンスをめぐる諸研究を簡単にレビューす る。その上で、上記観察につ

いての解釈を行 う。なお、この分野の研究は、コーポラティス ト型の体制を取った国々を念頭

に置いて発展 してきた。その意味では、CMEsの 議論の前提 となったものであり、その文脈に

おいて日本の位置づけを考えることになる。

注記:小 泉内閣成立以後、とりわけ改革の旗手の座を自民党がとるのか、民主党がとるのかを

めぐり激 しい政治的競争が発生 している。そこでは、 自民党改革派が、民主党には労働組合系

の政治家が多 く改革などできないとの主張をなし、それに対 して民主党の管直人幹事長が、労

働組合 といっても民間の労組のように改革を志向してきた組合があると応酬する姿が しばしば

見 られるようになった。労働組合 と経済構造改革の関係は、現実政治においても重要な論点を

形成 している。

7.労 働組合 の形態 と経済パ フォー マ ンスをめ ぐる諸研究

1)マ ンサー ・オ ル ソンの包括的(encompassing)組 織論

マンサー ・オル ソンは、社会において利益集団が 自らの構成員の利益を増進するべく行動す

るときには、二つのや り方があるとする。ひ とつは、社会が産み出す富の総量、いわばパイを

大きくして、自分たちに分配 される一切れの比率が同じでも、取 り分の絶対量を大きくする方

法である。もうひ とつは、パイを大きくすることは考えずに、とにかく自分の取 り分を大きく

しようとする方法である。

オル ソンは、通常、利益集団は後者の方法を採 ると考える。 「ただ乗 り」が発生す るからで

ある。通常、利益集団が社会全体の富を増やそ うとす るときには、-一定のコス トを支払 うこと

が必要 となる。 しかし、そのようにして得 られる社会全体の富の増加分は、コス トを支払わな

かった人々にも行き渡 ることになる。たとえば、中国や第三世界からのタオルの輸入急増に直

面 してセーフガー ド発動 を要求するタオル業界は、 日本の経済全体のほんの一部である。タオ

ル業界が、輸入物に負けないよう生産性を向上 させたならば、その結果 日本全体に貢献するこ

とになる。生産性向上のための血のにじむようなコス トは、タオル業界が支払 うのに、その結
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果する生産性向上の利益は経済全体に行き渡る。利益は、努力をするタオル業界のみが独 占で

きるわけではない。そ うであるならば、タオル業界は、政府 に保護を要求して、利益を得 よう

と考える。保護によって価格を維持することで、消費者の犠牲の上に自分たちの利益を守 るの

である。 この結果、日本経済の非効率性が高まるのであるが、そのことがタオル業界にもたら

す不利益は、業界の規模が小さいだけに極めて少ない。これに対して、保護によって得 られ る

利益は業界のみに帰属するために大きな意味を持つのである。

オル ソンは、まさにこのような理由によって、小さな個別の利益を求める集団が、経済全体の

効率性を低下させると考えるのである。小さな個別利益団体が、時代とともに増加 していくこ

とで、国の経済活力が失われていくと考えたのである。国民経済の長期的興亡が、オル ソンの

関心であった。このような関心 自体は、文明の衰亡を考察する知的伝統の系譜に位置づけられ

よう。 このような関心を持つオルソンにとってスウェーデンは興味深いケースと捉えられた47。

2)ス ウ ェーデ ンの謎

労働経済学者であるロバー ト・フラナガンは、経済学者がスウェーデンに行って、その賃金

格差の小 ささ、高い累進税率、手厚い休業 ・失業手当の存在を目にして、最初に示す反応は、

そもそもこれで労働市場が機能するのかと言 うことにつきるだろうと書いている。 しか し、ス

ウェーデ ンは一人あたり国民所得で見ても、世界の中で豊かな国のひとつである。大きな政府

が、効率的な市場経済を持っ上で望ましくないとする新古典派的な見解に対する反証となって

いる。なぜ、スウェーデンは、より小 さな公的セクターを持ち、低い税率で、労働組合が平等

主義的な賃金等要求しない国よりも、高い国民所得を誇っているのか。アイルラン ドよりも、

イギリスよりも、そしてアルゼンチンよりも?オ ルソンは、この問いに、『北の灯火は どれほ

ど明るいのか?』 と題する小著で答えようとしている。

この謎は、1970年 代後半から比較政治経済学の分野で関心を持たれた、コーポラティス ト

体制をとる国の経済パフォーマンスの良さとい う問題 と関連する。 ヨーロッパの小国では、集

権的な労働組合と経営者団体がマクロ経済運営を協調的に行 うコーポラティス ト体制を取る国

が多かった。ある種の社会契約、パー トナーシップに基づく協調体制だ と考えられた。そして、

これらの国々の経済パフォーマンスの良さが、注目された。当時は、自由市場体制を取るアン

グロサクソン諸国の経済パフォーマンスが悪かったことが、この関心を更に高めたのである。

スウェーデンは、このような体制を取る国の典型であるとされた。

オルソン自身は、スウェーデンの経済パフォーマンスが圧倒的に高いという議論に与するわけ

ではない。少なくとも、スラェーデン経済がイギリスなど先に挙げた3国 より悪くなっていないの

はなぜかとい う問いを立てるにとどめている。これだけでも、十分に謎であると考えるためである。

オルソンは、このスウェーデンの謎を解 くために、利益集団の組織形態に注目する。スウェー

47MancurOlson,HowBrightaretheNorthernLights?LundUnivesityPress,1990.
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デンの労使団体が、広い範囲を組織する包括的な団体であることがポイン トである。このよう

な団体が直面す るインセンティブ構造は、小 さな特殊利益団体 と異なる。包括的な組織は、社

会に占める比率が大きいために、社会全体が豊になることによって大きな利益を得ることがで

きる。国民経済の生産性 を高めるインセンティブを持つと言える。他方、国民経済が不効率に

なっることから受けるマイナスも、その規模に応 じて大きなものとなる。要するに、このよう

な包括的利益集団は、自らの個別的利益を全体の利益を犠牲にして達成するよりも、全体の利

益を向上させて、自らの利益を実現することに努めがちであるとオルソンは主張す る。ここに、

スウェーデンの成功の秘訣があったとす るのである。

3)労 使関係 と経済パ フォーマ ンスに関す る研究

オルソンの議論を更に比較の観点から発展させて様々な研究がなされてきた。その一っが、

労使関係 のあり方と労働市場のパフォーマンスの関係 に関する 「ハンプ ・シェイプ」曲線であ

る。物価安定や失業率の低下といった労働市場のパフォーマンスは、組合運動が極めて 「弱く」、

その結果、市場 の調節機能がスムースに働 く場合 と、包括的(encompassing)で 集権的な

「強い」労働組合が存在する場合に良好 となる。これに対 して、労働組合が産業別や職種別に

相当程度集権的に組織 され 「強い」が、ナショナル レベルで十分に集権化 されていない場合は、

パフォーマンスが最悪 となるとする48。

ギャレットは、更に政権党との関係を考える。強力な社会民主党政権と包括的 ・集権的な労

働組合の組み合わせが、パフォーマンスを高めるとする49。(なお、ギャレットの分類では、

日本は市場自由主義体制に分類されることになろう。この点、ソスキスの分類 との違いになる。

後に見るように、オル ソンは、日本の組織の包括性に注 目している。)

弱い労働組合 強 く、調整無 し 包 括 的

左派支配

政治経済体制
非一貫

非一貫
社 会 民 主主 義 コー ポ ラ

テ ィズム体制

経済政策
市場自由主義へ傾斜

社 民 と 自由主 義 間 を揺

れる
ケインズ主義福祉国家

労働組合の対応
市揚志向的

戦闘的 賃金調整

経済パフォーマンス

中位
悪い 良好

右派支配

政治経済体制
市場自由主義体制

非一貫 非一貫

経済政策
小さな政府

社 民 と自 由主義 問 を揺

れ る
社会民主主義へ傾斜

労働組合の対応
市場志向的

戦闘的 賃金調整に懐疑的

経済パ フォーマ ンス

良好
悪い 中位

48CalmforsandDriffill,1988;Soskice1990

49GeoffreyGarrett,PartisanPoliticsintheGlobalEconomy,Cambridge,1998,p.35.
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更に、ギャレットとウェイは、80年 代以降、包括的で集権的な労働運動が存在する場合で

も、パフォーマンスに差が生 じる点に注目して、公的セクターと民間セクターの労働組合の関

係 に注目するにいたる。すなわち、労働運動内部において、民間組合の覇権が確立 している場

合にのみパフォーマンスの向上が見込めるとするのである50。

この議論は、スウェーデンにおける連帯主義的賃金政策の経済的合理性に関する研究を踏ま

えたものでもある。スウェーデンにおいては、包括的で集権的な労働組合が、賃金格差の縮小

をその運動 目標としてきた。 しかし、スウェーデンにおいては、この動きが経済効率を低下さ

せ ることなく、むしろ産業構造の高度化に貢献 してきたとの分析がなされてきた。 レーン ・マ

イ ドナー ・モデル と言われる政策パッケージの存在が注目されてきた。平等主義的賃金体系は、

生産性の低い企業 ・産業に高い労働 コス トを課す ことで退出あるいは合理化を促進する効果が

ある一方、生産性の高い分野においては、むしろ賃上げを抑制することを結果 し、競争力を維

持 させると考えられた。そこでは、政府は積極的労働市場政策を採 り、生産性の高いセクター

への労働力移動を促進することを目指 してきた。 しかし、この全体のシステムが機能する前提

は、労働運動内部において輸出志向の生産性の高いセクター(具 体的には金属産業)が 、覇権

を握っていることであった。 しかし、70年 代後半から、公的セクターやサービス産業の雇用

が増えて、このメカニズムが機能 しなくなったとされる。労働運動内部における、公的セクター

の比重増大が問題 とされたのである。逆に言えば、労働運動における民間製造業セクターの覇

権が成功の原因であったと考えられている。いずれにせよ、これ らの研究は、労使関係におけ

る調整のあ り方に関心をおいてきたと言えよう。

8.日 本 へ の イ ンプ リケ ー シ ョ ン

以上の議論は、その焦点が、市場の働きをゆがめる条件がそろっていると考えられる、スウェー

デンなど社会民主主義的コーポラテ ィズム体制における経済パフォーマンスの良さを説明 しよ

うとする関心から展開されてきた。 しかし、そこでの理論的焦点は労働組合の組織形態 と労働

組合の選好 ・戦術の関係におかれていた。そのインプ リケーションは、単に北欧の社会民主主

義諸国のパズルを解 くという課題を越えて、 日本の政治経済を考察する手がか りとなる。

1)企 業 別組合

オルソンは、日本の経団連に注 目して、経団連が包括利益団体 として、個別の利益ではなく

全体の経済的利益の観点から活動 したことを成功の原因として指摘している。経団連が、90

年代は じめまで、自民党への政治献金の取 りま とめを行ってきたことは、個別企業や業界 とし

50GarrettandWayinGarrettet.al.,op.cit.
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てではなく、日本の経済界という観点から自民党に影響力を行使 しようとする仕組みであった。

オルセン的な理解によれば、これは日本の経済発展にとり大変望ましい仕組みであったという

ことになろう。政治資金への規制がその後強まった結果、かえって個別利益が横行 し日本の政

治の質が低下するとい う逆説が起こっているようにも見える。

しか し、 日本においてスウェーデ ンと異なる点は、労働組合が企業別である点であろう。オ

ルソンは、この点について、企業別組合が企業内の労働者を包括的に代表している点に注 目す

る。クラフ ト組合や職種別組合ではなく、企業別組合として労働者を包括的に代表 しているが

故に、労働者は自分が良ければ企業がつぶれてもいいと言った行動をとらず、企業の繁栄のた

めに協力すると考えるのである。スウェーデンと違った形で、いわばマイクロなレベルでの包

括的組織の故に、成功 したと考えている。 このような認識は従来の 日本型労使関係肯定論 と同

じ類の認識である。

更に、戦後 日本における春闘などを通じて実現 してきた賃金の平準化は、スウェーデンにお

ける、連帯主義的賃金政策 と同様、産業構造の高度化を促す効果を持った。 しか し、 日本にお

いては、産業間、企業を越えての労働力移動ではなく、企業内での 「多角化」によって同様の

効果が実現 していたと考えられる。この違いは、日本 とスウェーデンの労働組合組織の差に主

として由来 した。言い換えれば、日本の労働組合組織は、企業内の雇用を維持 しながらその配

置転換によって危機に対応するのに得手がある。更に、企業の雇用調整を行 うよりも、賃金シ

ステムの改革によって危機に対応することを選択する傾向が強くなるのも、このような組織構

造の故であると考えられる。 しか し、90年 代に入ってからの 日本においては、この企業の生

産の多角化 と配置転換による調整の効果が低下し、また企業内での賃金 コス ト抑制といった形

の対応だけでは、「グローバル化」した経済においては、十分な成果を上げることができない

と言 うことになったのかもしれない。 日本型の対応が隘路に入っていると言える。

このことをスウェーデンとの比較で考えるとき、企業横断的な形での包括的労働組合組織は、

企業内での賃金システムの変更などには強く抵抗し、柔軟性を欠くが、企業を越える労働力移

動についてはむしろそれを受け入れる傾向があることが理解できよう。1980年 代末、スウェー

デンにおいて賃金交渉の分権化などが追求されつつも、なかなか成果が出なかったとい う日本

と対照的な事態は、このためであったと考えることができよう。ひるがえって、日本の事例に

戻れば、別稿において記 したように、企業別組合からの脱却を主張する文脈で、1970年 代は

じめに総評は、労働移動を前提とした様々な雇用施策の要求を行っていたのである。これは、

上述の推論を支持す るものと考えられる。

いずれにせよ、企業別組合を前提 とする限 り、賃金体系の変革には組合は柔軟に対応するが、

雇用システムの柔軟化には慎重になろう51。われわれの観察 と整合的である。

51KathleenThelenandIkuoKume,"TheEffectsofGlobalizationonLaborRevisitedLessonsfrom

GermanyandJapan,"Politics&Society,27-4,December1999.
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2)産 業別組合組織 ・ナ シ ョナルセ ンター

しかし、 日本の労働組合は、企業内においてのみその活動を行ってきたわけではない。国別

比較の枠組みにおいて、労働運動の比重が相対的に企業レベルに置かれてきたことは事実であっ

ても、戦後様々な形で企業レベルの労働組合を、産業 レベル、全国レベルの活動へと発展させ

る試みがなされ、現実に様々な成果を上げてきた。雇用政策形成過程での労働組合の参加につ

いては、本稿で見たとおりである。

本稿 との関係では、民間労組の運動が重要である。民間製造業の労組は、生産性向上をとお

して自らの利益を増大 させ る方針 を1960年 代から取 り始めることになった。オルソンの言 う

企業内での包括的組合組織形態がこれに貢献 してきた と言えよう。 しか し、民間労組の運動は

それにとどまらなかった。そのような生産性向上を踏まえた 「ポジティブ ・サム」戦術を、産

業 レベル、全国レベルへ と発展 させていくこととなった。そこには、政治主導の左派労働運動

への対抗 とい う側面もあった。 しかし、民間労組は、春闘における賃上げに際 してはIM:F-JC

主導 とい う形で徐々に運動の覇権を握っていった。これは、まさにスウェーデンの労働運動に

おいて金属労組が覇権を確立することで、国民経済 レベルの経済パフォーマンスの向上に貢献

したこととパラレルな動きであった。そ して、更に重要なことは、これら民間の労働組合は、

公的セ クターの非効率性を問題 にし、80年 代にはいると中曽根行革を積極的に支持 していく

こととなる。 ここでも、左派労働運動への対抗が重要な動機付けとなっていたことも指摘する

べきである。公共セクターにベースをおいた左派労働運動に対抗する中で、民間労組は自らの

新 自由主義的改革への支持を直截な形で追求することができた。

1989年 の官民労働戦線統一は、本来このような民間労働運動の勝利であった。 しか し、今

の時点か ら振 り返ると、この労線統一は拙速の統一であったようにも思える。官公労主導の労

働運動を十分に追い込んでのそれではなかったか らである。それは、山岸章が初代会長にな り

政治路線を強めたことに象徴的に見ることができるかもしれない。さらには、芦田甚之助の行

革推進会議における既得権擁護的な言動も、官公労を傘下に持つナシ ョナルセンターの トップ

としては当然のものであった と考えることもできよう。官公労と闘いつっ、行革を支持 した80

年代との差異はあまりにも大きいと言えよう。しかも、その後冷戦の終結、自民党の下野によ

り、統一 した労働運動は 「二大政党」路線を夢見ることになった。民間労働運動にも根強く存

在 してきた、真性の労働運動とは、統一と団結に基づいて保守政党に対抗する左派勢力の結成

を支えるものであるとの意識が、政権復帰をな した自民党との関係 をもぎくしゃくしたものに

させ、年金改革法案への連合の明確な反対路線を契機 とした 「政労会見」の中止(こ れは、小

泉内閣において復活するようであるが)と いった事態にまで至ったのである。曲がりな りにも

統一をな した連合は、企業別組合に基礎を置き、産業別レベル ・ナシ ョナルセンターレベルで

も分裂していた労働運動とは異なる選好に基づく運動を志向し始めたように見える。この変化

は、場合 によっては企業の枠を越えた労働移動を促進するかもしれない。 しかし、雇用や賃金
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システムの改革にっき異なる選好を持つ公的セクターや、競争力を失ったセクターの組合は、

統一 された連合の正規メンバーであり、また競争力を欠 く故に政治的要求に活路を求める。こ

の結果、連合の方針は、自由主義的な改革を志向する路線からの乖離を強めてきた といえる。

このように、90年 代 日本において労働運動が統一されたことが、従来 日本 の労使関係 にお

いて機能 してきた調整メカニズムを変化 させつつあるのかもしれない。では、この変化は、 日

本の政治経済秩序を大きく変化 させることになるのであろうか。 ソスキス達の議論に戻るなら

ば、政治経済秩序の変化に関し二つの主張がなされている。第1は 、政治経済秩序(こ の場合

は、調整 された市場経済を言 うのであるが)は 、壊れるのは容易であるが、作 り出すには長い

時間が必要で容易でないとい う。第2に 、政治経済秩序の態様を決める決定因は、企業間の関

係にあるとしている。 この第2の 点は、80年 代後半以降労働政治研究において明らかにされ

てきた知見に基づいている52。日本の調整型経済はもろくも崩れるのだろうか。今後の課題は

経営者側の分析と言 うことになろう。

52Swenson,1991.
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